
（ 別表２ ）

概要

住宅宿泊事業の実施に係る義務等一覧

⑧都道府県知事への定期報告
（法第14条関係）

⑦標識の掲示
（法第13条関係）

⑥周辺地域の住民からの苦情等への対応
（法第10条関係）

⑤宿泊者に対する、周辺地域の生活環境
への悪影響防止に係る必要事項の説明
（法第９条関係）

④宿泊者名簿の備付け・本人確認
（法第８条関係）

③外国人観光旅客である宿泊者の快適性
及び利便性の確保
（法第７条関係）

②宿泊者の安全の確保
（法第６条関係）

①宿泊者の衛生の確保

1. 居室の宿泊者一人当たりの床面積を3.3㎡以上確保すること。
2. 届出住宅の設備や備品を清潔に保ち、ダニはカビ等の発生防止の為除湿を心掛け、定期的に清掃、換気等を実施すること。
3. 寝具のシーツやカバー等直接人に接触するものは、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと取り替えること。
4. 宿泊者が人から人に感染し、重篤な症状を引き起こす恐れのある感染症に罹患又はその疑いがある時は、管轄健康福祉センター
　 に通報するとともに、その指示を受け、使用した居室及び寝具、器具等を消毒・廃棄する等必要な措置を講じること。その他公衆衛
   生上の問題を引き起こす事態が発生し又はその恐れがある時は管轄健康福祉センターに通報すること。また、衛生管理の為の講
   習会を受講する等最低限の衛生管理に関する知識の習得に努めること。
5. 届出住宅に循環式浴槽や加湿器を備え付けている場合は、レジオネラ症予防の為、宿泊者が入れ替わるごとに浴槽の湯抜きや
　　加湿器の水交換を行い、汚れやぬめりが生じないよう定期的に洗浄を行う等取扱説明書に従って維持管理すること。

※その他、規模や実態に応じて「旅館業における衛生等管理要領」（平成12年生衛発1811号厚生省生活衛生局長通知）を参考に
　  適切な衛生措置が講じられることが望ましい。

1. 届出住宅に非常用照明器具を設ける。※
2. 届出住宅に避難経路を表示する。（市町の火災予防条例により規制される地域では、規定事項を表示に盛り込む必要がある。）
　 また、住宅周辺の状況に応じ、宿泊者に対して避難場所に関する情報提供を行うことが望ましい。
3. 火災その他災害が発生した場合における宿泊者の安全を確保を図るために必要な措置を講じる。※

※1及び3の詳細については、国土交通省住宅局建築指導課「民泊の安全の手引き～住宅宿泊事業における民泊の適正な事業
　 実施のために～」及び別添「安全措置について」参照。
※別表３にも記載のとおり、消防法令に基づき設備や防火管理体制等に関する規制をうける場合や、市町の火災予防条例に基づ
　　く防火対象物使用開始届の提出を要する場合もある為、当該規制の有無等について、届出前に管轄消防署等に確認すること。

1. 届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内。
2. 移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供（最寄り駅等利便施設への経路及び利用可能な交通機関に関する情報）。
3. 火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する外国語を用いた案内。（消防署、警察署、医療機関、住宅宿
　　泊管理業者への連絡方法等の情報提供）

※居室における書面の備付けやタブレット端末への表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間必要に応じて閲覧できる方法
　  によることが望ましい。特に災害時などの通報連絡先においては、緊急時に速やかに確認することが可能なものを備え付けること。

1. 宿泊者名簿の備付け
　　・届出住宅又は住宅宿泊事業者の営業所（又は事務所）において、正確な記載を確保する為の措置を講じた上で、宿泊者名簿
　　　（宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日の他、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときはその国籍及び旅券番
　　　号を記載する名簿）を作成し、作成日から３年間保存すること。宿泊者名簿には宿泊者全員を記載し、宿泊契約（宿泊グループ）
　　　毎に宿泊者が分かるように記載すること。
2. 宿泊者の本人確認（正確な記載を確保する為の措置）
　　・宿泊行為の開始までに、宿泊者それぞれについて本人確認を行うこと。（対面又は対面と同等の手段による）
　  ・宿泊者に対して宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。
　　・日本国内住所を有しない外国人宿泊者に関しては、国籍及び旅券番号の記載を徹底し、旅券の呈示を求めると共に、旅券の
      写しを宿泊者名簿と共に保存すること。（旅券の写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び
　　　旅券番号の欄への記載を代替しても差し支えない。）
　　・宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、更に拒否する
　　　場合は、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。
　　・警察官から職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の公布の有無に関わらず、当該職務の
　　　目的に必要な範囲で協力すること。
3. その他
　　・長期滞在者には、定期的な清掃等の際に、チェックイン時に本人確認を行っていない者が宿泊することがないよう、不審な者
　　　が滞在していないか又は滞在者が所在不明になっていないか等について確認することが望ましい。特に、宿泊契約が７日以
　　 上の場合は、定期的な面会等により上記の確認を行うこと。

1. 騒音防止の為に配慮すべき事項についての説明。
　　（大声での会話を控えること、深夜に窓を開かないこと、バルコニーなど屋外で宴会を開かないこと、楽器を使用しないこと等）
2. ゴミ処理に関して配慮すべき事項についての説明。
3. 火災防止の為に配慮すべき事項（ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法及びその際の注意事項や初期消火のための
　　消火器の使用方法、避難経路、通報措置等）についての説明。
4. その他配慮すべき事項（性風俗の利用禁止等過去の苦情内容を踏まえ、届出住宅の利用に当たって特に注意すべき事項）
　　についての説明。

※居室における書面の備付けやタブレット端末への表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間必要に応じて説明事項を
　　確認できるようにするためのものであり、必ずしも対面による説明が求められるものではない。
※書面の備付けでは、宿泊者の目に付きやすい場所に掲示する等宿泊者の注意喚起を図る上で効果的な方法で行う。
※当該説明が確実になされるよう、居室内に電話を備え付けること等により、事前説明に応じない宿泊者に対して注意喚起できる
　 ようにする。
※住宅宿泊事業に起因して発生したごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号に従い、事業活動に
　　伴って生じた廃棄物として住宅宿泊事業者が責任を持って処理すること。

1. 深夜早朝を問わず、常時苦情等に対して応対又は電話により対応すること。
2. 宿泊者が滞在していない間についても、苦情及び問合せに対応すること。
3. 誠実に対応し、回答を一時的に保留する場合は、相手方に回答期日を明示した上で後日回答する等配慮すること。
4. 滞在中の宿泊者の行為によって苦情が発生している場合は、現場に急行して退室を求める等必要な措置を講じること。また、
　　管理業務を委託した住宅宿泊管理業者が退室を求める場合、宿泊契約の解除の権限を予め委託者から得ておくことが望ましい。
5. 苦情及び問合せが緊急の対応を要する場合は、必要に応じて警察署、消防署、医療機関などの然るべき機関に連絡した後、
　  自らも現場に急行して対応すること。

1. 届出住宅毎に、届出住宅の門扉や玄関等の概ね1.2m以上1.8m以下で、公衆や認識しやすい位置に標識を掲示すること。
2. 共同住宅の場合は、個別の住戸に加え、共用エントランスや集合ポスト等公衆が認識しやすい箇所に簡素な標識を掲示する
　　ことが望ましい（戸建て住宅の場合においても同様）。特に、分譲マンション（住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する
　　建物で人の居住に供する専有部分のあるものである場合）の場合は、標識の掲示場所等の取扱いについて予め管理組合と
　　相談することが望ましい。

1. 原則民泊制度運営システムを利用し、届出住宅毎に毎年２月、４月、６月、８月、１０月、１２月の１５日までにそれぞれの月の前
　　２月における宿泊実績（人を宿泊させた日数や宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳）について都道府県知事
　　に報告すること。
2. 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合は、必要に応じて管理委託契約において定期的な情報提供について
　　取り決めることが望ましい。



家主不在型又は５より多い
居室数を有する場合等
（法第11条関係）

※管理業の委託関係

宿泊サービス提供契約の
締結の代理等の委託
（法第12条関係）

届出に関連して実施すること
が望ましい措置について
（法第3条関係）

変更届
（法第3条関係）

廃業等届
（法第３条関係）

その他

・届出住宅に人を宿泊させる間不在となる（一時的な不在を除く）時又は届出住宅の居室の数が５を超える時は、当該届出住宅に係る
　住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。尚、複数者への分割委託や一部を住宅宿泊事業者が行うこと
　は認めない。（但し、委託を受けた住宅宿泊管理業者が他の者に住宅宿泊管理業務を一部再委託することは差し支えない。）
・管理受託契約において、対象範囲を明確に定めること。
・委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、予め届出書及び添付書類の内容を通知する必要があり、通知内容は当該委託以前の
　内容の通知で足りる。また、通知方法は電磁的な手段によることも差し支えない。

※住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務
　　を行う場合や、住宅宿泊事業者の生活の本拠として使用する住居と届出住宅が同一の建物若しくは敷地内にある（又は隣接し
　　ている）時、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業務を自ら行う居室数の合計が５以下である時はこの限りではない。

宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託する時は、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならない。
また、当該委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、届出番号を通知しなければならない。

1. 届出を行うに当たって、届出者から住宅宿泊事業を営む旨の周辺住民に対する事前説明を行うことが望ましい。
2. 事業を取り巻くリスクを勘案し、適切な保険（火災保険や第三者に対する賠償責任保険等）に加入することが望ましい。
3. 他者に委託して届出を行う際は、委任状等により真正性を担保すること。

・届出事項に変更があった場合、届出事項①～③、⑤、⑦については変更があった日から３０日以内に、⑥については変更しようと
　する時に予め栃木県知事に届け出ること。（別表①届出書における届出事項参照）
　尚、図面や届出者に係る誓約書等添付書類についても変更がある場合は変更届を要する。
・住宅宿泊管理業務の委託の実施により住宅宿泊管理業者から公布される書面が変更になる場合は、住宅宿泊管理業務の実施
　期間の始期までの間に、栃木県知事に対して当該変更内容を届け出ること。

住宅宿泊事業者が以下①～⑤ののいずれかに該当することとなった時は、その日（①の場合は、その事実を知った日）から３０日
以内に栃木県知事に届け出ること。

　　①住宅宿泊事業者である個人が死亡したとき、その相続人
　　②住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき、その法人を代表する役員であった者
　　③住宅宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき、その破産管財人
　　④住宅宿泊事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき、その清算人
　　⑤住宅宿泊事業を廃止したとき、住宅宿泊事業者であった個人又は住宅宿泊事業者であった法人を代表する役員


